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第 7 次総合計画の策定について 

 

 

１ 第 7 次総合計画の策定に向けた取組状況  

（本年 8 月 18 日開催の所管事務調査後の状況） 

総合計画審議会の審議 

【第 5 回】令和 4 年 8 月 22 日 

（ア）議事 

・全体構成について 

・基本計画について 

・重点テーマについて 

・計画の推進について 

（イ）結果概要 

・基本計画の素案として示した各施策の内容や重点テーマについて、その推進

に向けた意見、提案等をいただいた。 

・計画の推進方法について、評価検証の実効性を高める手法等について意見が

あった。 

 

２ 第 7 次総合計画の内容 資料 1 

（１）未来志向による計画策定の考え方について 資料 2 

・将来の自治体が抱える課題の複雑化・顕在化の状況等について、国の自治体戦

略 2040 構想研究会が取りまとめた報告書や当市の人口推計を基に整理した。 

・総合計画では、不確実・不透明な時代において、将来の確かな展望を見通して

いくため、目標となる将来の理想的なありたい姿を描き、その姿から現在を振

り返る、未来志向（バックキャスティング）の考え方を用いて必要な取組を逆

算的に取りまとめている。 

 

（２）基本計画 資料 3 

将来都市像の実現に向け、5 つの基本目標及び 14 の政策に基づく、38 の施策ご

とに、次のとおり取りまとめた。 

①ありたい姿 

・市民生活や社会がどのような状態にあることが望ましいかなど、2040 年頃

において、ありたい姿を記載 

②現状 

・施策の展開に当たり、当市の現状や取り巻く社会経済情勢等について記載 

③目標 

・ありたい姿の実現を目指し、8 年間の取組を進めることにより、達成したい

目標、具体的な状態を記載 

・施策の進捗状況を測る「ものさし」として指標を設定 

④ＳＤＧｓのゴール 

・当該施策が寄与するＳＤＧｓのゴールを表示 

⑤施策の柱 

・ありたい姿の実現に向けた各取組を進めるにあたっての方向性を記載  
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（３）重点テーマ 資料 4 

直面する重要な課題に対して、複数の政策・施策の相乗効果を最大限発揮する

べく、横断的かつ重点的に展開していく取組を 4つの重点テーマとして設定した。 

 

①活動人口の創出（ヒューマン） 

子どもから大人まであらゆる世代を通して、地域や社会とつながり、学び、

挑戦することができる環境を整え、地域への愛着の醸成を図りながら、まち

づくりの中核を担う人材の育成に取り組んでいく。 

 

②地域活力の創造（コミュニティ） 

地域の多様な主体の参画、連携・協働を促進し、地域自らが自分事として

課題を発見・認識・共有しながら、解決していく力の向上を図るほか、伝統・

歴史・文化などの地域資源を最大限活用し、地域の魅力や価値を高めていく。 

 

③地域ＤＸの推進（デジタル） 

あらゆる分野の担い手不足の解消、地域課題の解決、イノベーションの創

出による地域経済の活性化のほか、デジタル化に精通した人材の育成や成長

著しいＩＣＴ企業等の誘致に取り組むなど、地域全体におけるＤＸ（デジタ

ルトランスフォーメーション）を推進していく。 

 

④脱炭素社会の形成（グリーン） 

地域の強みである環境の保全と経済活動の両立に向け、循環型のまちづく

りを進めるなど、持続可能な地域社会の形成を目指していく。 

 

（４）計画の推進について 資料 5 

①計画の推進に向けた視点 

 ・市民起点による取組の推進 

 ・連携、協働・共創の推進 

②計画の進捗管理 

 ・計画の実行性・即応性を高めるため、施策毎に指標を設定し、ＰＤＣＡサイ

クルを通じて、施策・個別事業の取組状況を評価 

 ・行政改革推進計画、財政計画、定員適正化計画と一体的な運用を図り、持続

可能な行財政運営に向けた取組を推進 

 

３ 今後の取組スケジュール（予定） 

（１）総合計画審議会の審議 

・第 6 回審議会（9 月） 

  第 7 次総合計画（案）を審議 

・第 7 回審議会（11 月） 

  パブリックコメントの内容を報告 

  第 7 次総合計画（案）を審議 
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（２）市民参画 

①市民説明会の開催（10 月） 

第 7 次総合計画（案）について市民へ説明する。 

②パブリックコメントの実施（10 月） 

 

（３）市議会への説明、議案提出 

・議案提出（12 月） 

 

（４）計画の公表 

本編冊子等を作成するほか、市ホームページや広報上越等を通じて公表する。

（令和 5 年 3 月）  
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【全体スケジュール】 

時 期  内 容 

令和 4 年 4 月 18 日  第 1回審議会 
上越市の現状とこれからのまちづくりについて 

市民の声アンケートの報告について 

5 月 10 日～14 日  市民参画 まちづくり市民意見交換会（1 巡目） 

5 月 31 日  第 2回審議会 基本構想について【基本理念、将来都市像】 

6 月 28 日  第 3回審議会 基本構想について【基本理念、将来都市像】 

7 月 29 日  第 4回審議会 
基本構想について【政策体系、土地利用構想】 

基本計画について【施策体系】 

7 月～8 月 市民参画 小学生・中学生「まちづくり標語」作品の募集 

8 月 7 日  市民参画 まちづくり学生ワークショップ 

8 月 5 日ほか 市民参画 まちづくり市民意見交換会（2 巡目） 

8 月 22 日  第 5回審議会 
基本計画について 

【施策内容、重点テーマ、計画の推進】 

（9 月以降は予定）   

9 月  
第 6回審議会 第 7 次総合計画（案）について 

中間答申 審議会から市長へ中間答申 

10 月  
市民参画 市民説明会 

市民参画 パブリックコメント実施 

11 月  
第 7回審議会 

パブリックコメントの内容報告について 

第 7 次総合計画（案）について 

最終答申 審議会から市長へ答申 

12 月  12 月市議会 議案提出 

令和 5 年 3 月  公 表 第 7 次総合計画を冊子に取りまとめ、公表 

 


